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　IJa- 7　　　　　　　兵庫県の地域型仮設住宅と生活援助サービスに関する研究

　　　　　　　　　　　　　　一生活援助員派遣型の場合一

　　　　　　　　　　　　　　　　　○中島　倫、菊渾　康子　　く兵庫教育大)

目的　震災後、身体的な理曲により日常生活に介護を要するため、一般の仮設住宅では住宅構造上及び生活支
-
援の点から生活が困難な高齢者や障害者世帯のために地域型仮設住宅が建設された。この住宅は24時間緊急対

応がある点でシルバーハウジングに似ているが、仮設としては独特の試みであり、今後の震災復興住宅を考え

るためにその坪価を試みておく必要がある。そこで、まず各住宅の入居者の特性、運営方法について生iS援助

員による生活援助サービスの現状、外部からの公的・私的支援体制等について明らかにすることを目的とした。

方法　平成7年４月以後建設され、運営管理が闘始された神戸、西宮、芦屋市下8 ヶ所の生活援肋員派遣型仮

股の運営管理責任者と生活援助員を対象に平成7年10月～平成B年１月にかけて運営方法や生活援助サービス、

入居者の生活等について聞き取り祠査及び入居者対象にアンケート爾査を行った。

結果　援助員型仮股は神戸市1.500戸、西宮市126戸、芦屋市98戸、叶1. 72<戸建設され、調査対象の8 mは

公園内に位贋し、規模は供給戸数ll～24戸と小規模で分散している。入居者は自立生活が可能なことを前提と

じて各市の福祉課により選定された。運営方法は供給主体が兵庫県で、運営曾理主体が各市で、神戸市を除く

７例は市から社会福祉法人に業務委托されていた。生活援肋貝は運曾委託先より主として公募で、特別な賢格

条件なしで採用されていた。勣務形態は配霞人数2～７人で幅があり、同じ委託先でも各仮股により異なる。

サービスは24時間緊急対応が３交替制(5例)､２交替制(!例)｡居住m(例)で行われ、その他のサー'ビスには基

本的に<D安否の確認②生活相談く3)家事援助等があげられるが、入居者の大半が自炊をしていた。共同生活の中

で定期的茶話会など行事がある所がB例中７例と多いが。2階居住の鳩合、不便さを強く訴えていた。

1Ja-8 被災時及び復興過程における住環境管理上の居住者組織の役割

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜女大家政　斉藤広子

　【目的】住宅地において住環境管理を円滑に進めていく為には、居住者同士の協力やその
ための組織が必要であると考えられる。特に、阪神・淡路大震災のような場合は地方自治
体単位では充分に地域に密着した対応を行うことは難しい。その為、地域に根差し、地域

に即した対応を行っていく主体として「居住者組織」が考えられる。そこで、本研究では
阪神・淡路大震災の震災時及び復興過程を通じ、居住者組織はどのような役割を果したの
かを明らかにし、日常的な住環境管理の体制のあり方について考察していく。
　【方法】神戸市、芦屋市。西宮市において、住宅地の開発時期と被災の状況を考慮し。典
型地区17地区を取上げ、その住宅地の居住者組織（主に自治会、まちづくリ協議会等）の
Vーダーに1995年７月～9月にヒヤリング屑査を実施した。

　【結果】自治会等の居住者組織は震災時及び復興過程で様々な活動を行っている。生命維
持段階では人命救助。消火活動。避難場所への誘導、次の生活維持段階では食料と水の確
保と配分、救援物資の受入と配分、地域の情報伝達、自警団による防犯管理、住宅の簡易

修繕。避難場所の提供と整備・運営、居住者の安否の確認と名簿作り、被害状況の確認等、
さらに復興段階においては住宅･ まちづくりについての勉強会、行政との話合い、居住者
間の意見調整や計画案作成、家屋修理の為の大工の手配等を行っている。これらの活動は
迅速にかつ長期的に居住者の要求に応じきめ細かく行われ、居住者mmの日常的な住環境

管理への取り組み、例えば居住者名簿の作成。情報伝達の手段の整備、集会の開ける体制
づくり、まちづくリヘの取組みの経験によるところが大きい。
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